
教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
二
一

1
．
事
件
の
概
要

本
件
の
原
告
は
ミ
ズ
ー
リ
州
コ
ロ
ン
ビ
ア
市
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
・

ル
ー
テ
ル
教
会
で
あ
る
。
こ
の
教
会
は
、
認
証
保
育
園

（preschool and daycare

）
を
直
轄
運
営
し
て
い
る
。
こ
の
保

育
園
は
同
教
会
の
一
機
関
で
あ
り
、
日
常
の
宗
教
活
動
の
一
部
に

位
置
づ
け
ら
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
を
教
育
し
て
い
る
。
同

保
育
園
で
は
信
者
の
子
供
に
限
ら
ず
、
近
隣
の
二
〜
五
歳
ま
で
の

幼
児
を
受
け
入
れ
て
お
り
、
約
九
〇
名
が
通
園
し
て
い
る
。
そ
の

運
動
場
に
は
複
数
の
遊
具
が
あ
り
、
地
面
は
小
粒
の
砂
利
で
覆
わ

れ
て
い
た
。

被
告
は
ミ
ズ
ー
リ
州
天
然
資
源
省
で
あ
り
、
廃
棄
物
処
理
計
画

の
一
部
と
し
て
廃
タ
イ
ヤ
再
生
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、
廃
タ
イ

ヤ
を
材
料
と
す
る
運
動
場
用
被
覆
ゴ
ム
チ
ッ
プ
材
の
購
入
費
を
補

て
ん
す
る
補
助
金
を
交
付
し
て
い
た
。
同
補
助
金
は
適
格
申
請
者

の
上
位
に
の
み
交
付
す
る
競
争
的
制
度
で
あ
っ
て
、
申
請
者
の
順

位
は
同
事
業
の
実
施
目
的
の
点
か
ら
同
省
が
判
断
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
た
。
な
お
、
被
覆
費
用
は
申
請
者
負
担
す
る
。
同
省
は

教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項

│T
rinity L

utheran C
hurch of C

olum
bia, Inc. v. C

om
er, 137 S. C

t. 2012 

（2017

）
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英
一
郎

判
例
研
究

（
八
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
二
二

2
．
本
判
決
の
争
点

本
判
決
の
争
点
は
、
一
般
に
広
く
申
請
可
能
な
公
的
補
助
金
制

度
か
ら
宗
教
団
体
を
そ
の
性
格
（
宗
教
性
）
だ
け
を
理
由
に
排
除

す
る
行
政
指
針
は
信
教
の
自
由
条
項
に
違
反
す
る
か
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

3
．
判
旨

Ａ
．
ロ
バ
ー
ツ
長
官
に
よ
る
法
廷
意
見
（
破
棄
差
戻
し
）

（
ケ
ネ
デ
ィ
・
ア
リ
ー
ト
ー
・
ケ
イ
ガ
ン
各
判
事
同
調
、

脚
注（
3
）を
除
く
部
分
に
ト
ー
マ
ス
・
ゴ
ー
サ
ッ
チ
各
判
事

同
調
）

⒜　

国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
つ
い
て

本
件
の
当
事
者
は
と
も
に
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
は
州
が
本
件

補
助
金
を
原
告
に
交
付
す
る
の
を
否
定
し
な
い
こ
と
に
同
意
す
る
。

⒝　

本
件
の
特
徴
と
審
査
基
準

信
教
の
自
由
条
項
は
、
そ
の
宗
教
的
性
格
（status

）
を
理
由

に
宗
教
を
特
別
な
制
約
の
対
象
と
す
る
法
を
厳
格
審
査
に
か
け
る

州
憲
法

（
1
）

に
基
づ
き
、
補
助
金
交
付
の
指
針
と
し
て
、
申
請
者
が
宗

教
団
体
の
所
属
も
し
く
は
運
営
下
に
あ
る
場
合
に
は
そ
の
交
付
を

拒
否
す
る
こ
と
に
し
て
い
た
。

運
動
場
の
地
面
を
ゴ
ム
材
被
覆
し
て
安
全
性
を
向
上
さ
せ
る
た

め
、
原
告
教
会
は
二
〇
一
二
年
に
保
育
園
名
義
で
補
助
金
を
申
請

し
た
。
全
四
四
申
請
者
の
中
で
第
五
位
に
位
置
し
て
い
た
。
補
助

金
は
一
四
団
体
に
交
付
さ
れ
た
が
、
同
保
育
園
の
申
請
は
教
会
の

直
轄
運
営
を
理
由
に
上
記
指
針
に
よ
り
却
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

同
保
育
園
の
上
位
団
体
で
あ
る
原
告
教
会
は
、
将
来
の
申
請
に
お

け
る
差
別
的
取
扱
い
へ
の
差
止
命
令
に
よ
る
救
済
と
宣
言
的
救
済

を
求
め
て
提
訴
し
、
補
助
金
交
付
の
却
下
は
、
州
憲
法
一
条
七

節
・
修
正
一
四
条
の
平
等
保
護
条
項
・
修
正
一
条
の
国
教
樹
立
禁

止
条
項
・
信
教
の
自
由
条
項
・
言
論
の
自
由
条
項
に
違
反
す
る
と

主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ミ
ズ
ー
リ
州
天
然
資
源
省
は
、
請
求

権
欠
如
を
理
由
と
す
る
訴
え
却
下
の
申
立
て
（a m

otion to 
dism

iss

）
を
し
た
。

連
邦
地
方
裁
判
所
は
、L

ocke

判
決

（
2
）

を
先
例
と
し
て
適
用
し
て

被
告
の
訴
え
却
下
の
申
立
て
を
容
認
し

（
3
）

、
連
邦
控
訴
裁
判
所
も
地

裁
判
決
を
支
持
し
た

（
4
）

。
こ
れ
に
対
し
て
原
告
教
会
は
上
告
し
、
連

邦
最
高
裁
は
こ
れ
を
受
理
し
た

（
5
）

。

（
八
八
〇
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
二
三

⒞　

先
例
と
の
関
係

L
ocke

判
決
は
、
奨
学
金
を
聖
職
者
養
成
課
程
の
学
費
に
充
当

す
る
こ
と
の
禁
止
は
学
生
の
信
教
の
自
由
を
侵
害
し
な
い
と
判
決

し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
な
事
件
で
は
な
い
。
同
判
決
の

原
告
は
本
人
が
信
者
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
そ
の
使
途
を
理
由
に

奨
学
金
を
受
給
で
き
な
か
っ
た
が
、
本
件
で
は
原
告
は
教
会
で
あ

る
こ
と
か
ら
補
助
金
申
請
が
否
定
さ
れ
た
。

L
ocke

判
決
に
お
い
て
、
当
裁
判
所
は
聖
職
者
養
成
へ
の
公
金

支
出
禁
止
と
い
う
州
の
分
離
利
益
を
容
認
し
た
。
聖
職
者
の
人
件

費
へ
の
公
金
支
出
禁
止
に
は
歴
史
的
由
来
が
あ
る
が
、
運
動
場
用

の
被
覆
材
と
し
て
の
再
生
ゴ
ム
の
使
用
は
聖
職
者
の
人
件
費
と
は

無
関
係
で
あ
る
。

L
ocke

判
決
の
原
告
は
奨
学
金
を
神
学
の
学
位
取
得
に
用
い
る

の
を
否
定
さ
れ
た
が
、
世
俗
科
目
や
神
学
の
科
目
の
単
位
修
得
の

た
め
に
使
用
す
る
の
は
許
さ
れ
た
。
他
方
、
本
件
で
原
告
が
信
仰

か
補
助
金
交
付
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
の
に
は
争
い
が
な
い
。

脚
注（
3
）（
相
対
多
数
意
見
）：
本
件
は
、
運
動
場
の
被
覆
に

関
し
て
宗
教
性
を
理
由
と
す
る
明
白
な
差
別
の
事
件
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
公
的
補
助
金
の
宗
教
使
用
や
他
の
形
態
の
差
別
に
は
触

れ
な
い
。

（L
ukum

i

判
決

（
6
）

）。
そ
し
て
当
裁
判
所
は
、
そ
の
宗
教
性
だ
け
を

理
由
と
す
る
一
般
に
申
請
可
能
な
利
益
付
与
の
否
定
は
宗
教
活
動

に
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
公
益
が
あ

る
と
き
だ
け
許
さ
れ
る
と
判
決
し
て
き
た
（M

cD
aniel

判
決

（
7
）

）。

州
天
然
資
源
省
の
指
針
は
、
そ
の
宗
教
性
だ
け
を
理
由
に
、
そ

の
資
格
を
奪
う
こ
と
で
本
来
な
ら
適
格
な
受
給
者
を
明
白
に
差
別

す
る
の
で
、
宗
教
活
動
に
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
厳
格

審
査
に
か
け
る
。

当
該
指
針
は
、
原
告
に
補
助
金
受
給
か
宗
教
団
体
と
し
て
存
続

す
る
の
か
の
選
択
を
迫
る
も
の
だ
。
州
が
補
助
金
交
付
に
こ
う
し

た
条
件
を
付
す
と
き
、
州
は
宗
教
活
動
に
不
利
益
を
与
え
て
い
る

（M
cD

aniel

判
決
）。
信
教
の
自
由
条
項
は
、
宗
教
活
動
の
禁
止

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
間
接
的
強
制
や
不
利
益
賦
課
か

ら
も
保
護
す
る
（L

yng

判
決

（
8
）

）。
本
件
の
宗
教
活
動
へ
の
明
白
な

差
別
は
補
助
金
交
付
の
否
定
で
は
な
い
が
、
原
告
が
そ
の
交
付
を

め
ぐ
り
世
俗
団
体
と
競
う
の
を
許
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
地
域
社

会
の
一
員
で
あ
る
原
告
を
補
助
金
制
度
か
ら
排
除
し
た
州
の
決
定

は
、
厳
格
審
査
に
耐
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
八
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
二
四

る
の
は
、〔
二
〇
〇
年
前
に
実
施
さ
れ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
公
職

排
除
と
同
じ
よ
う
に
〕
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
に
は
お
ぞ
ま
し
い

（odious

）
も
の
で
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

Ｂ
．
ト
ー
マ
ス
判
事
同
意
意
見
（
ゴ
ー
サ
ッ
チ
判
事
同
調
）

宗
教
差
別
を
禁
止
す
る
信
教
の
自
由
条
項
は
、
本
判
決
の
結
論

を
導
く
。L

ocke

判
決
は
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
が
許
容
し
、
信

教
の
自
由
条
項
が
要
請
し
な
い
余
地
が
州
の
行
為
に
認
め
ら
れ
て

い
る
の
で
、
州
が
宗
教
に
比
較
的
軽
い
負
担
を
与
え
る
の
を
認
め

た
。
ゆ
え
に
、
そ
の
判
決
で
は
厳
格
審
査
を
適
用
し
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
同
判
決
は
聖
職
者
養
成
へ
の
支
援
以
外
の
宗
教
差
別
で

厳
格
審
査
が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。

多
数
意
見
はL

ocke

判
決
の
射
程
を
限
定
し
た
の
で
本
判
決
に

同
意
す
る
が
、
脚
注（
3
）を
除
く
。

Ｃ
．
ゴ
ー
サ
ッ
チ
判
事
同
意
意
見
（
ト
ー
マ
ス
判
事
同
調
）

多
数
意
見
の
い
う
、
補
助
金
交
付
に
お
け
る
宗
教
性
と
宗
教
的

使
途
と
の
区
別
は
不
要
だ
。
本
件
とL

ocke

判
決
と
の
違
い
は
、

聖
職
者
養
成
へ
の
公
金
支
出
禁
止
と
い
う
長
い
伝
統
が
本
件
に
は

存
在
し
な
い
点
に
あ
る
。

⒟　

厳
格
審
査

州
は
本
件
で
、
補
助
金
交
付
の
た
め
に
原
告
教
会
に
そ
の
宗
教

性
の
放
棄
を
要
求
し
た
。
そ
う
し
た
条
件
は
、「
最
も
厳
し
い
」

審
査
の
対
象
と
な
る
べ
き
不
利
益
（penalty

）
を
宗
教
活
動
に

与
え
る
。

厳
格
審
査
の
下
、「
最
高
度
の
」
政
府
利
益
だ
け
が
州
天
然
資

源
省
の
差
別
的
指
針
を
正
当
化
す
る
。
だ
が
、
同
省
は
可
能
な
限

り
宗
教
公
定
（religious establishm

ent

）
に
な
ら
な
い
よ
う

努
め
る
州
の
政
策
選
好
（policy preference

）
を
提
示
す
る
だ

け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」

で
は
な
い
。

「
国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
超
え
る
分
離
を
達
成
す
る
と
い
う
州

の
利
益
は
、
信
教
の
自
由
条
項
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
」（W

idm
ar

判
決

（
9
）

）。
州
は
そ
の
宗
教
性
だ
け
を
理
由
に
適
格
の
宗
教
団
体
に

公
的
補
助
金
を
否
定
す
る
ま
で
そ
の
政
策
を
遂
行
し
た
が
、
当
裁

判
所
の
判
例
に
基
づ
け
ば
、
そ
れ
は
や
り
す
ぎ
で
あ
る
。
当
該
指

針
は
信
教
の
自
由
条
項
に
違
反
す
る
。

本
件
指
針
の
適
用
が
も
た
ら
す
結
果
は
せ
い
ぜ
い
膝
を
す
り
む

く
幼
児
が
少
し
増
え
る
程
度
だ
が
、
教
会
で
あ
る
こ
と
を
唯
一
の

理
由
に
原
告
を
適
格
に
も
か
か
わ
ら
ず
公
的
補
助
金
か
ら
排
除
す

（
八
八
二
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
二
五

Ｅ
．
ソ
ト
マ
ヨ
ー
ル
判
事
反
対
意
見
（
ギ
ン
ズ
バ
ー
グ
判
事
同

調
）

本
件
は
、
教
会
が
そ
の
宗
教
観
を
実
践
し
広
め
る
た
め
に
用
い

る
施
設
の
改
善
の
た
め
の
補
助
金
交
付
に
つ
い
て
の
州
の
拒
否
に

関
す
る
も
の
だ
。
原
告
教
会
は
、
イ
エ
ス
の
命
令
を
実
現
す
る
目

的
の
た
め
に
活
動
す
る
。
信
者
を
増
や
す
こ
と
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
。
当
教
会
の
信
仰
は
、
そ
の
教
育
機
関
（
保
育
園
）
と
連
携
す

る
と
い
う
要
求
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
当
保
育
園
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
宗
教
と
発
育
に
適
し
た
活
動
を
合
体
さ
せ
て
い
る
。

当
裁
判
所
は
、
政
府
か
ら
宗
教
団
体
へ
の
支
出
と
な
る
こ
の
種

の
補
助
金
交
付
が
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
反
す
る
と
し
て
き
た
。

多
数
意
見
が
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
つ
い
て
、
訴
訟
当
事
者
の
見

解
を
紹
介
し
た
だ
け
で
済
ま
せ
た
が
、
憲
法
問
題
は
当
裁
判
所
が

判
断
す
る
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
の
容
認
で
も
っ
て
済
ま
す
も
の

で
は
な
い
。
原
告
は
保
育
園
と
運
動
場
を
そ
の
宗
教
使
命
と
関
連

さ
せ
て
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
州
が
原
告
に
補
助
金
を

交
付
す
る
の
を
国
教
樹
立
禁
止
条
項
は
許
さ
な
い
。
多
数
意
見
が

国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
の
は
、
先
例
の
誤

解
か
そ
れ
か
ら
の
逸
脱
の
兆
し
か
も
し
れ
な
い
。

補
助
対
象
の
運
動
場
は
、
子
供
へ
の
信
仰
深
化
や
布
教
の
た
め

多
数
意
見
の
脚
注（
3
）に
は
賛
同
で
き
な
い
。
こ
の
脚
注
は
、

本
件
の
射
程
を
運
動
場
の
被
覆
や
子
供
た
ち
の
安
全
・
健
康
に
関

す
る
事
案
も
し
く
は
尊
重
に
値
す
る
他
の
社
会
善
の
事
案
に
限
定

し
か
ね
な
い
。
し
か
し
本
判
決
の
法
理
は
運
動
場
に
限
ら
れ
ず
、

宗
教
活
動
へ
の
差
別
は
い
つ
で
も
許
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の
だ
。

Ｄ
．
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
判
事
結
論
同
意
意
見

多
数
意
見
の
大
半
に
賛
同
す
る
。

本
判
決
の
特
徴
は
、
子
供
の
健
康
と
安
全
を
確
保
向
上
す
る
た

め
の
一
般
的
補
助
金
制
度
か
ら
州
が
原
告
を
排
除
し
よ
う
と
し
た

こ
と
で
あ
る
。
宗
教
系
学
校
に
警
察
や
消
防
と
い
っ
た
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
認
め
な
い
の
は
修
正
一
条
の
目
的
で
は
な
い
、
と

説
示
す
るE

verson

判
決

（
10
）

と
本
件
と
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。

補
助
金
が
競
争
的
で
あ
る
こ
と
は
、
宗
教
差
別
を
正
当
化
し
な

い
。
本
件
排
除
の
理
由
は
そ
の
信
仰
（
宗
教
性
）
で
あ
り
、
ゆ
え

に
信
教
の
自
由
条
項
の
問
題
と
な
る
。

本
判
決
は
こ
こ
ま
で
し
か
述
べ
て
お
ら
ず
、
他
の
タ
イ
プ
の
公

的
支
援
に
対
す
る
信
教
の
自
由
条
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
他
日

に
判
断
す
る
。

（
八
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
二
六

る
。宗

教
条
項
の
二
つ
の
規
定
の
間
に
は
ア
ソ
ビ
の
余
地
が
あ
る

（W
alz

判
決

（
11
）

）。
こ
の
両
条
項
の
空
白
地
帯
で
、
政
府
は
宗
教
団

体
と
い
う
特
別
の
地
位
を
認
め
て
一
般
的
な
規
定
か
ら
の
免
除
の

た
め
に
特
別
扱
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
。〔
他
方
で
〕
こ
の
原
理

の
下
、
政
府
は
宗
教
団
体
へ
の
援
助
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
規
定
（
宗
教
団
体
・
聖
職
者
へ
の
公
金
支
出

禁
止
、
宗
教
団
体
・
信
仰
の
優
遇
・
差
別
の
禁
止
）
は
、
ア
メ
リ

カ
史
に
深
く
根
ざ
す
も
の
で
、
合
理
的
立
憲
的
判
断
を
示
す
も
の

だ
。
宗
教
条
項
は
過
去
へ
の
回
帰
を
防
止
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

宗
教
公
定
の
意
図
を
よ
く
伝
え
る
歴
史
を
当
裁
判
所
は
同
条
項
の

適
用
の
際
に
は
常
に
参
照
し
て
き
た
。
宗
教
団
体
の
主
要
機
関
へ

の
公
的
助
成
は
、
宗
教
公
定
の
特
徴
と
広
く
理
解
さ
れ
て
い
た
。

一
九
世
紀
前
半
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
史
が
示
す
こ
と
は
、
当
時
の

人
々
は
宗
教
団
体
へ
の
公
的
助
成
を
す
べ
き
で
な
い
と
決
断
し
た

と
い
う
こ
と
だ
。

教
会
へ
の
公
金
支
出
に
関
し
て
、
本
件
もL

ocke

判
決
と
同

じ
だ
。
聖
職
者
養
成
へ
の
公
金
支
出
と
同
じ
く
、
教
会
へ
の
公
金

支
出
も
深
刻
な
国
教
樹
立
禁
止
条
項
と
信
教
の
自
由
条
項
の
問
題

を
引
き
起
こ
し
、
宗
教
公
定
廃
止
の
歴
史
が
こ
の
結
論
を
支
持
す

に
使
用
さ
れ
る
。
運
動
場
の
地
面
は
宗
教
学
校
の
壁
や
礼
拝
堂
の

椅
子
と
同
じ
く
当
教
会
の
宗
教
使
命
と
統
合
さ
れ
不
可
欠
な
も
の

と
な
る
か
ら
、
本
件
補
助
金
交
付
は
許
さ
れ
な
い
宗
教
へ
の
促
進

で
あ
る
。
当
教
会
は
保
育
園
を
通
し
て
宗
教
使
命
を
追
求
す
る
の

で
あ
り
、
板
材
が
教
会
の
壁
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
運
動
場
の
地

面
も
世
俗
的
に
使
わ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
だ
。

多
数
意
見
は
、
当
教
会
は
運
動
場
を
宗
教
目
的
に
使
用
し
な
い

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
採
用
す
る
「
世
俗
・
中
立
性
」
テ
ス
ト
は
、

国
教
樹
立
禁
止
条
項
の
理
解
を
示
す
た
め
に
連
邦
最
高
裁
が
依
拠

し
て
き
た
歴
史
に
基
礎
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。〔
な
ぜ
な
ら
〕

そ
の
テ
ス
ト
は
宗
教
教
化
へ
の
直
接
助
成
を
許
す
か
ら
だ
。
す
べ

て
の
宗
教
に
機
会
の
平
等
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
政
府
と
宗
教

団
体
を
明
確
に
分
離
す
る
こ
と
で
国
教
樹
立
禁
止
条
項
は
政
府
と

宗
教
と
の
結
合
が
も
た
ら
す
危
険
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

多
数
意
見
は
受
給
者
の
「
宗
教
性
」
で
政
府
は
区
別
を
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
が
、
連
邦
最
高
裁
は
何
度
も
そ
う
し
た
区
別
を

認
め
て
き
た
。
鍵
と
な
る
の
は
、
宗
教
条
項
に
内
在
す
る
利
益
が

そ
う
し
た
区
別
を
正
当
化
す
る
か
で
あ
る
。
本
件
で
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
宗
教
条
項
の
利
益
が
州
憲
法
上
の
「
教
会
へ
の
公
金
支
出
禁

止
」
を
支
持
す
る
か
ど
う
か
で
あ
り
、
そ
れ
は
支
持
す
る
と
考
え

（
八
八
四
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
二
七

本
判
決
は
、
数
世
紀
の
歴
史
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
世
俗
性
を

維
持
す
る
政
府
の
能
力
を
危
険
に
さ
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
、
政
教

分
離
を
憲
法
上
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
す
る
も
の
だ
。

4
．
検
討

Ａ
．
本
判
決
の
特
徴
（
七
名
の
判
事
が
大
筋
で
合
意
）

本
判
決
の
特
徴
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

⒜　

ま
ず
、
信
教
の
自
由
条
項
が
保
障
す
る
「
宗
教
に
対
す
る
差

別
禁
止
」
を
根
拠
に
、
公
的
補
助
金
の
公
平
交
付
の
請
求
権
を
容

認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
連
邦
最
高
裁
は
、
一
般
に
利
用

可
能
な
公
的
制
度
へ
の
宗
教
包
含
が
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
反
し

な
い
と
す
る
判
決
を
多
数
下
し
て
き
た

（
12
）

。
宗
教
に
対
す
る
政
府
の

中
立
性
（neutrality

）
と
い
う
法
理
か
ら
、
公
的
支
援
に
宗
教

を
包
含
す
る
と
の
州
の
判
断
を
合
憲
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
本
判
決
は
、
同
制
度
へ
の
宗
教
包
含
の
要
請
が
信
教
の
自

由
条
項
か
ら
導
出
さ
れ
る
と
判
決
し
た
。
こ
れ
は
、
宗
教
に
対
す

る
公
的
支
援
を
国
教
樹
立
禁
止
条
項
、
す
な
わ
ち
政
教
分
離
の
事

件
か
ら
信
教
の
自
由
事
件
へ
と
一
部
転
換
し
た
も
の
で
あ
り
、
判

る
。
州
が
公
的
助
成
法
も
廃
止
し
た
の
は
、
そ
れ
が
教
会
へ
の
別

の
公
的
支
援
を
も
た
ら
す
恐
れ
が
あ
り
、
信
者
の
教
会
自
律
権
を

弱
め
る
た
め
だ
。

州
は
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
反
す
る
こ
と
な
く
宗
教
活
動
に
補

助
金
を
交
付
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
州
は
、
宗
教
活
動
の
代
わ

り
に
「
教
会
」
と
い
う
地
位
を
〔
拒
否
の
理
由
に
〕
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
。

ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
は
教
会
へ
の
公
金
支
出
を
禁
止
し
、
州
裁
判

所
も
州
憲
法
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
州
は
教
会
へ
の
公
金
支

出
が
宗
教
条
項
の
間
に
位
置
す
る
懸
案
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て

お
り
、
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
教
会
へ
の
支
出
を
禁
止
し
た
。

こ
の
禁
止
は
州
が
二
〇
〇
年
前
か
ら
用
い
て
い
る
選
択
で
あ
る
。

連
邦
憲
法
は
そ
の
州
の
選
択
を
許
容
す
る
。
そ
し
て
教
会
に
公
金

支
出
し
な
い
州
の
判
断
は
宗
教
冷
遇
で
は
な
い
。
そ
れ
は
世
俗
に

と
ど
ま
る
と
い
う
正
当
な
選
択
を
示
す
も
の
だ
。

確
か
に
、
真
に
一
般
に
認
め
ら
れ
る
公
的
援
助
か
ら
信
者
や
教

会
を
締
め
出
す
こ
と
は
信
教
の
自
由
に
反
す
る
。
し
か
し
本
件
補

助
金
制
度
は
一
般
に
援
助
す
る
も
の
で
は
な
く
、
毎
年
受
給
者
を

選
好
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
一
般
援
助
と
比
較
す
る
の
は

不
適
切
だ
。

（
八
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
二
八

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
従
来
の
判
例
法
理
か
ら
の

大
き
な
変
化
と
い
え
よ
う
。

⒞　

宗
教
に
対
す
る
差
別
の
対
象
範
囲
を
拡
大
し
た
こ
と
も
、
本

判
決
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
宗
教
性
を
理
由
に
公
的
支
援
か
ら
宗

教
団
体
を
排
除
す
る
こ
と
を
差
別
と
認
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
宗
教
に
対
す
る
差
別
は
宗
教
活
動
の
場
面
の
み
な
ら
ず
政
府

か
ら
の
利
益
受
給
に
お
い
て
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
宗
教
活
動
へ
の
間
接
的
強
制
や
不
利
益
賦
課
に
相
当
す

る
宗
教
団
体
排
除
の
正
当
性
・
妥
当
性
を
厳
格
審
査
の
下
で
検
討

す
る
と
説
示
し
た
。
こ
れ
は
、
一
般
に
広
く
申
請
可
能
な
公
的
支

援
か
ら
の
宗
教
団
体
排
除
を
事
実
上
否
定
し
た
の
と
同
じ
と
い
え

よ
う
。
他
方
で
、
公
的
支
援
の
宗
教
的
使
途
を
理
由
と
す
る
補
助

金
交
付
拒
否
は
宗
教
に
対
す
る
差
別
に
は
該
当
し
な
い
と
し
て
お

り
、
範
囲
拡
大
に
も
一
定
の
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
。

⒟　

本
判
決
は
、
世
俗
目
的
を
推
進
す
る
公
的
支
援
か
ら
の
、
そ

の
性
格
を
理
由
と
す
る
宗
教
団
体
の
排
除
を
宗
教
活
動
へ
の
不
利

益
付
与
と
認
定
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
活
動
へ
の
不

利
益
付
与
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
公
的
支
援
の
拒
否
そ
の
も
の
は
宗
教
団
体
の
活
動
へ
の
直
接

制
約
で
は
な
い
。
た
だ
、
宗
教
団
体
の
経
費
軽
減
を
否
定
し
た
に

例
法
理
の
大
き
な
変
更
で
あ
る
と
い
え
る
。
信
教
の
自
由
条
項
は
、

そ
の
性
質
上
可
能
な
か
ぎ
り
広
く
支
給
す
べ
き
補
助
金
か
ら
宗
教

を
排
除
す
る
政
府
の
判
断
を
否
定
す
る
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
宗
教
性
を
理
由
に
公
的
支
援
か
ら
排
除

さ
れ
た
と
思
う
信
者
・
宗
教
団
体
は
、
信
仰
の
自
由
条
項
に
基
づ

い
て
、
そ
の
受
給
し
た
い
支
援
の
交
付
を
政
府
に
要
請
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
判
例
法
理
の
大
転
換
に
対
し
て
は
、
政
府
の
世
俗
性

維
持
と
い
う
要
請
を
破
壊
す
る
も
の
だ

（
13
）

、
政
府
と
宗
教
と
の
区
別

を
あ
い
ま
い
に
す
る

（
14
）

と
い
っ
た
批
判
が
あ
る
一
方
で
、
政
府
の
公

的
支
援
か
ら
の
宗
教
団
体
排
除
は
憲
法
の
要
求
で
は
な
い
か
ら
本

判
決
は
正
当
だ
と
す
る
見
解
も
あ
る

（
15
）

。

⒝　

本
判
決
は
ま
た
、
宗
教
団
体
へ
の
直
接
的
公
金
支
出
を
初
め

て
容
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
こ
れ
ま
で
は
宗
教

団
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
教
科
書
の
貸

与
（
16
）

や
教
材
費
ほ
か
の
費
用
償
還

（
17
）

、
同
校
へ
流
入
す
る
こ
と
を
承
知

の
上
で
保
護
者
へ
の
学
費
相
当
分
の
補
助

（
18
）

を
容
認
し
て
き
た

（
19
）

。
本

判
決
は
、
世
俗
的
支
援
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
宗
教
団
体
へ
の

直
接
援
助
を
憲
法
が
要
請
す
る
と
初
め
て
判
決
し
た

（
20
）

。
反
対
意
見

が
批
判
す
る
よ
う
に
、
宗
教
団
体
へ
の
直
接
援
助
が
認
め
ら
れ
る

（
八
八
六
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
二
九

そ
れ
は
政
教
分
離
に
関
す
る
州
の
裁
量
を
認
め
るL

ocke

判
決

の
有
効
性
に
立
脚
し
て
い
た
た
め
と
想
定
で
き
る
が
、
そ
の

L
ocke

判
決
自
体
が
宗
教
教
育
へ
の
奨
学
金
給
付
は
同
条
項
に
違

反
し
な
い
と
説
示
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
公
平
利
用
（equal 
access

）
の
法
理

（
23
）

が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宗
教
系
私
立
学

校
へ
の
公
平
な
公
的
支
援
は
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
違
反
し
な
い

と
い
う
法
理
が
確
立
し
て
い
る

（
24
）

と
い
え
る
の
で
、
被
告
が
国
教
樹

立
禁
止
条
項
を
主
張
し
な
い
の
も
当
然
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
訴
訟

に
お
け
る
当
事
者
主
義
か
ら
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
の
扱
い
が
非

常
に
「
軽
い
」
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も
無
理
な
い
こ
と
と

言
い
う
る
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
宗
教
系
私
立
学
校
へ
の
施
設
設
備
の
管
理
修
繕
費

の
援
助
は
一
九
七
〇
年
代
に
国
教
樹
立
禁
止
条
項
違
反
と
判
決
さ

れ
て
お
り

（
25
）

、
そ
の
判
断
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
仮
に
国
教
樹
立
禁
止
条
項
が
本
件
に
適
用
さ
れ
た
な
ら
、

宗
教
団
体
直
轄
の
保
育
園
の
施
設
修
繕
費
へ
の
公
金
支
出
を
容
認

す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
九
七
〇
年
代
の
諸
判
決
は
覆
さ
れ
た
可
能

性
は
高
い
。
他
方
で
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
い
ま
だ
変
更
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
、
本
判
決
は
政
教
分
離
原
則
を
な
い

が
し
ろ
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
例
か
ら
の
逸
脱
だ
と
批
判
す
る

す
ぎ
な
い
。
こ
の
程
度
の
間
接
的
影
響
を
宗
教
活
動
へ
の
不
利
益

付
与
と
認
定
し
、
厳
格
審
査
の
対
象
と
す
る
の
は
、
宗
教
を
手
厚

く
保
護
す
る
ロ
バ
ー
ツ
・
コ
ー
ト
の
特
徴

（
21
）

と
符
合
す
る
も
の
と
評

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
こ
の
点
は
、
後
述
の
よ
う
に
宗

教
へ
の
「
行
き
過
ぎ
た
」
優
遇
の
批
判
を
増
幅
さ
せ
る
可
能
性
を

も
つ
）。

そ
の
際
、
本
判
決
は
補
助
対
象
で
あ
る
運
動
場
の
ゴ
ム
材
被
覆

に
宗
教
促
進
的
性
質
を
認
め
な
か
っ
た

（
22
）

。
保
育
園
で
の
運
動
場
の

設
置
に
は
幼
児
に
対
す
る
宗
教
教
化
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
既
に
存
在
し
て
い
る
運
動
場
の
砂
利

の
地
面
を
安
全
性
の
た
め
に
再
生
ゴ
ム
材
で
被
覆
す
る
こ
と
に
宗

教
転
用
の
可
能
性
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

可
能
性
の
欠
如
か
ら
申
請
者
の
宗
教
性
に
よ
る
排
除
を
否
定
し
た

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

⒠　

本
判
決
の
特
徴
の
最
後
は
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
対
す
る

「
軽
い
」
扱
い
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
当
事
者
双
方
が
本
件

に
お
け
る
国
教
樹
立
禁
止
条
項
違
反
を
主
張
し
て
な
い
こ
と
を
理

由
に
、
同
条
項
の
論
点
を
審
査
し
な
か
っ
た
。
と
く
に
被
告
州
は

こ
の
論
点
を
主
張
す
る
必
然
性
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
が
、
被
告

は
地
裁
段
階
か
ら
同
条
項
の
論
点
を
主
張
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
八
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
三
〇

ま
た
本
判
決
は
、
連
邦
憲
法
の
信
教
の
自
由
条
項
違
反
に
お
け

る
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」
テ
ス
ト
の
有
効
性
を
二
四
年

ぶ
り
に
確
認
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
宗
教
に
中
立
的
な
法
令
が

信
教
の
自
由
を
付
随
的
に
制
約
す
る
場
合
に
は
同
テ
ス
ト
を
適
用

し
な
い
と
判
決
し
た
が

（
31
）

、
他
方
で
そ
う
し
た
中
立
性
を
欠
く
、
宗

教
を
狙
い
撃
ち
す
る
法
令
に
対
し
て
は
適
用
す
る
と
し
て
い
た

（
32
）

。

そ
の
後
こ
の
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」
テ
ス
ト
は
連
邦
法

の
規
定

（
33
）

に
吸
収
さ
れ
、
主
に
法
律
レ
ベ
ル
で
の
信
教
の
自
由
保
護

の
審
査
基
準
と
し
て
活
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
本
判

決
は
、
お
よ
そ
四
半
世
紀
ぶ
り
に
同
テ
ス
ト
が
憲
法
上
の
審
査
基

準
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
宗
教
的
性
格
に

基
づ
く
差
別
は
「
信
者
や
宗
教
団
体
に
対
す
る
、
信
仰
維
持
ま
た

は
政
府
利
益
受
給
の
選
択
強
制
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
信

教
の
自
由
に
実
質
的
負
担
を
与
え
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
う
し
た

選
択
強
制
に
対
し
て
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」
テ
ス
ト
を

適
用
し
た
の
で
あ
る
。

Ｃ
．
新
司
法
連
邦
主
義
（
34
）
の
例
外

連
邦
憲
法
の
人
権
保
障
規
定
（「
権
利
章
典
」）
は
連
邦
政
府
を

拘
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
九
四
〇
年
代
か
ら
連
邦
最
高
裁

見
解
も
あ
る

（
26
）

。

Ｂ
．
先
例
と
の
関
係
と
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」
テ
ス

ト
本
判
決
は
、
政
教
分
離
に
関
し
て
州
の
裁
量
を
認
め
るL

ocke

判
決
を
先
例
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
際
に
連
邦
最
高
裁
が
活
用
し

た
の
が
、
受
給
者
の
性
格
（
宗
教
性
）
と
補
助
金
の
使
途
と
を
区

別
（
27
）

す
る
手
法
で
あ
る
。L

ocke
判
決
で
は
聖
職
者
養
成
課
程
へ
の

奨
学
金
充
当
と
い
う
そ
の
使
途
が
問
題
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

本
件
で
は
教
会
と
い
う
そ
の
性
格
が
理
由
と
な
っ
て
補
助
金
の
申

請
が
拒
否
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
使
途
と
は
無
関
係
で
あ
る
と

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、L

ocke

判
決
を
聖
職

者
養
成
と
い
う
事
案
に
限
定
し
て
狭
く
理
解
し
た

（
28
）

。L
ocke

判
決

で
は
、
宗
教
公
定
の
特
徴
で
あ
る
聖
職
者
の
人
件
費
の
公
費
負
担

（
29
）

に
聖
職
者
養
成
の
公
的
支
援
を
包
含
さ
せ
、
そ
の
歴
史
性
か
ら
差

別
的
対
応
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
そ
う
し
た
歴

史
性
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
、L

ocke

判
決
の
先
例
性
を
否
定
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
受
給
者
の
性
格
と
使
途
と
の
区
別
に
対
し
て

は
、
政
府
の
世
俗
団
体
限
定
の
支
援
政
策
の
否
定
に
つ
な
が
る
と

の
批
判
が
あ
る

（
30
）

。

（
八
八
八
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
三
一

本
判
決
は
、
少
な
く
と
も
政
教
分
離
に
関
し
て
は
、
新
司
法
連

邦
主
義
に
一
定
の
制
約
を
設
け
、
宗
教
条
項
の
「
空
白
地
帯

（
40
）

」
で

の
州
の
裁
量
を
限
定
す
る
と
判
決
し
た
。
す
な
わ
ち
、
先
例
の
い

う
「
国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
超
え
る
分
離
を
達
成
す
る
と
い
う
州

の
利
益
は
、
信
教
の
自
由
条
項
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
」
と
の
法
理

に
基
づ
き
、
そ
の
宗
教
性
を
唯
一
の
理
由
に
適
格
の
宗
教
団
体
を

公
的
補
助
金
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
分
離
の
価
値
の
追
求
は
原
告

の
信
教
の
自
由
を
侵
害
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
判
決
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
判
決
は
、
連
邦
憲
法

の
規
定
す
る
国
教
樹
立
禁
止
条
項
を
政
教
分
離
に
お
け
る
全
国
的

な
最
低
基
準
と
す
る
こ
と
で
、
州
は
独
自
に
政
教
分
離
政
策
を
州

憲
法
や
州
法
に
規
定
す
る
裁
量
権
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

対
し
て
信
教
の
自
由
条
項
の
制
限
が
及
ぶ
こ
と
、
つ
ま
り
「
空
白

地
帯
」
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る
。
く
わ

え
て
本
判
決
は
、
州
独
自
の
分
離
政
策
を
厳
格
審
査
の
対
象
と
し

た
上
で
、
さ
ら
に
そ
の
政
策
に
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」

は
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
れ
は
、
州
の
分
離
政
策
の
遂
行
だ
け
で

は
「
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
政
府
利
益
」
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
し

た
も
の
で
あ
り

（
41
）

、
こ
の
分
野
に
お
け
る
州
の
独
自
政
策
の
否
定
を

意
味
す
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う

（
42
）

。

は
「
編
入
理
論
」
に
基
づ
き
州
政
府
の
活
動
も
権
利
章
典
に
照
ら

し
て
そ
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、

権
利
章
典
は
全
米
の
人
権
保
障
の
最
低
水
準
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
他
方
で
連
邦
最
高
裁
が
一
九
七
〇
年
以
降
に
人

権
保
障
の
要
求
水
準
を
引
き
下
げ
た
こ
と
か
ら
、
州
憲
法
の
人
権

規
定
は
権
利
章
典
と
「
同
等
か
そ
れ
以
上
の
保
障
を
意
味
す
る
と

解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

（
35
）

」。
こ
の
考
え
を
「
新
司
法
連
邦
主

義
（N

ew
 Judicial F

ederalism
）」
と
い
う

（
36
）

。
宗
教
条
項
に
お

け
る
連
邦
憲
法
と
州
憲
法
と
の
関
係
は
、
以
下
の
三
点
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
た
。
⑴
州
裁
判
所
は
州
の
宗
教
条
項
を
独
自
に
解

釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
分
離
の
程
度
を
連
邦
の
そ
れ
と
同

じ
か
、
ま
た
は
厳
格
に
も
し
く
は
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑵

州
憲
法
上
の
規
定
が
連
邦
憲
法
の
許
容
す
る
よ
り
も
強
く
宗
教
を

支
援
す
る
場
合
、
連
邦
の
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
基
づ
い
て
提
訴

す
る
こ
と
が
で
き
る

（
37
）

。
⑶
州
の
分
離
規
定
が
連
邦
よ
り
も
緩
や
か

で
あ
る
と
き
は
、
連
邦
憲
法
の
条
項
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
が
、
逆

に
連
邦
よ
り
も
厳
格
の
場
合
は
、
州
憲
法
の
規
定
に
基
づ
い
て
判

断
さ
れ
る

（
38
）

。
こ
の
よ
う
に
州
憲
法
の
分
離
規
定
は
、
連
邦
の
国
教

樹
立
禁
止
条
項
よ
り
も
厳
格
に
機
能
す
る
場
合
に
限
り
効
力
を
も

つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た

（
39
）

。

（
八
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
三
二

社
会
の
世
俗
化
（
一
九
世
紀
前
半
）
に
伴
い
制
定
さ
れ
た
政
教
分

離
規
定
と
認
定
す
る
こ
と
で
も
っ
て
、
特
定
宗
教
を
敵
視
す
る
規

定
で
は
な
い
と
し
た

（
47
）

。

と
は
い
え
、
本
判
決
は
当
該
州
憲
法
に
対
し
て
何
ら
の
制
約
を

設
け
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
本
件
の
よ
う
な
一

般
的
に
申
請
可
能
な
公
的
支
援
か
ら
適
格
の
宗
教
団
体
を
排
除
す

る
よ
う
な
州
憲
法
の
解
釈
適
用
を
制
限
す
る
効
果
は
あ
る
と
考
え

ら
れ
よ
う

（
48
）

。

Ｅ
．
個
別
意
見
の
特
徴

こ
こ
で
は
、
本
判
決
に
付
さ
れ
た
個
別
意
見
を
簡
単
に
検
討
す

る
こ
と
に
し
た
い
（
た
だ
し
、
ト
ー
マ
ス
意
見
を
除
く
）。

⒜　

本
判
決
は
、
二
〇
一
七
年
四
月
に
着
任
し
た
ゴ
ー
サ
ッ
チ
判

事
に
と
っ
て
、
宗
教
的
自
由
に
対
す
る
自
身
の
見
解
を
述
べ
る
最

初
の
機
会
で
あ
っ
た

（
49
）

。
彼
の
意
見
は
、
二
つ
の
点
で
多
数
意
見
の

重
要
な
部
分
を
相
対
多
数
意
見
と
し
う
る
効
果
を
も
つ
。
す
な
わ

ち
「
補
助
金
の
受
給
者
の
性
格
／
使
途
の
区
別
」
の
否
定
と
脚
注

（
3
）へ
の
不
参
加
で
あ
る
。
彼
は
、「
受
給
者
の
性
格
／
使
途
」

の
区
別
を
「
作
為
／
不
作
為
」
の
区
別
と
な
ぞ
ら
え
、
同
じ
事
実

を
異
な
る
表
現
で
言
い
表
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。

Ｄ
．
州
ブ
レ
イ
ン
規
定

州
ブ
レ
イ
ン
規
定
（S

tate B
laine A

m
endm

ents

）
と
は
、

ア
メ
リ
カ
の
公
立
学
校
で
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
価
値
観
の
教
育

の
維
持
と
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
要
求
（
公
立
学
校
か
ら
の
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
色
の
排
除
、
カ
ト
リ
ッ
ク
学
校
へ
の
公
的
援
助
）
の

拒
否
を
目
的
に
ブ
レ
イ
ン
連
邦
下
院
議
員
（
元
下
院
議
長
）
が

一
八
七
五
年
一
二
月
に
提
案
し
た
連
邦
憲
法
改
正
案
（
廃
案
）
の

影
響
の
下
で
、
各
州
の
憲
法
や
法
律
に
制
定
さ
れ
た
同
種
の
宗
教

学
校
支
援
禁
止
規
定
を
い
う

（
43
）

。
一
般
に
、
州
ブ
レ
イ
ン
規
定
は
反

カ
ト
リ
ッ
ク
的
目
的
で
制
定
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る

（
44
）

。

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
行
政
指
針
の
根
拠
で
あ
る
ミ
ズ
ー
リ
州

憲
法
規
定
が
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
目
的
で
制
定
さ
れ
た
規
定
と
認

定
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
不
当
か
つ
敵
対
的
な
目
的
か
ら
違
憲
性
の

推
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う

（
45
）

。
こ
の
点
に
つ
き
、
本
判
決
は
た

だ
行
政
指
針
を
違
憲
と
す
る
だ
け
で
、
州
憲
法
は
判
断
対
象
に
し

な
か
っ
た

（
46
）

。
連
邦
最
高
裁
は
州
憲
法
規
定
の
無
効
化
を
回
避
し
た

の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
対
応
はL

ocke

判
決
に
お
い
て
も
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
聖
職
者
養
成
課
程
へ
進
学
す
る

学
生
に
対
す
る
奨
学
金
給
付
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
っ
た
州
憲
法

規
定
を
宗
教
学
校
支
援
禁
止
規
定
と
は
認
定
せ
ず
に
、
ア
メ
リ
カ

（
八
九
〇
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
三
三

い
る
の
で
あ
り
、
本
判
決
の
も
つ
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
一
端
を

担
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

⒞　

反
対
意
見
は
、
ま
ず
本
件
の
性
質
に
つ
い
て
、
当
保
育
園
運

動
場
の
ゴ
ム
材
被
覆
へ
の
公
的
補
助
金
交
付
は
宗
教
団
体
へ
の
公

金
支
出
に
相
当
す
る
と
認
定
し
た
。
多
数
意
見
が
ゴ
ム
材
被
覆
に

宗
教
転
用
の
可
能
性
を
見
出
さ
ず
、
ま
た
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
意
見
が
こ

れ
を
「
子
供
の
健
康
と
安
全
」
の
事
件
と
し
た
の
と
は
大
き
く
異

な
り
、
反
対
意
見
は
、
信
者
獲
得
の
一
環
と
し
て
利
用
さ
れ
る
保

育
園
の
、
そ
の
運
動
場
の
被
覆
は
宗
教
活
動
の
促
進
に
該
当
す
る

と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
教
会
の
保
育
園
に
あ

る
す
べ
て
の
も
の
が
宗
教
目
的
に
転
用
で
き
る
と
の
想
定
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

（
52
）

。
し
か
し
、
上
述
の
よ
う
に
運
動
場

の
新
設
な
ら
ば
宗
教
転
用
の
可
能
性
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

既
存
の
運
動
場
の
地
面
を
砂
利
か
ら
ゴ
ム
材
に
変
更
す
る
こ
と
そ

れ
自
体
に
は
宗
教
的
活
用
の
余
地
は
乏
し
く
、
さ
ら
に
は
幼
児
の

安
全
性
を
い
っ
そ
う
確
保
す
る
と
い
う
強
い
利
益
が
そ
こ
に
は
あ

る
。
こ
れ
を
重
視
し
な
い
反
対
意
見
に
支
持
が
集
ま
ら
な
か
っ
た

の
も
、
肯
け
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

（
53
）

。

反
対
意
見
は
ま
た
、
厳
格
分
離
の
た
め
に
世
俗
と
宗
教
と
を
平

等
に
扱
う
こ
と
を
否
定
し
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
建
国
以
来
の

そ
し
て
信
教
の
自
由
条
項
は
信
仰
の
み
な
ら
ず
宗
教
活
動
の
自
由

を
も
保
障
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
活
動
に
関
係
す
る
「
使

途
」
を
除
外
す
る
必
然
性
を
認
め
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

多
数
意
見
脚
注（
3
）が
射
程
限
定
効
果
を
も
つ
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
後
で
検
討
す
る
に
し
て
も
、
す
べ
て
の
宗
教
差
別
は
信
教
の

自
由
条
項
違
反
の
推
定
を
受
け
る
の
で
厳
格
審
査
の
対
象
と
す
る

ゴ
ー
サ
ッ
チ
判
事
の
立
場
は
、
あ
ま
り
に
信
仰
活
動
を
擁
護
す
る

こ
と
に
な
り
う
る
た
め
、
例
え
ば
公
立
学
校
へ
の
公
金
支
出
の
場

合
に
は
宗
教
系
私
立
学
校
に
も
同
額
の
補
助
が
必
要
と
な
る
と

い
っ
た
（
や
や
極
端
な
）
懸
念
を
も
た
ら
し
、
ア
メ
リ
カ
史
の
中

に
あ
る
政
教
分
離
の
す
べ
て
を
否
定
す
る
と
の
批
判

（
50
）

が
提
起
さ
れ

る
の
も
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。

⒝　

他
方
、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
判
事
の
結
論
同
意
意
見
は
、
本
件
を

「
子
供
の
健
康
と
安
全
に
関
す
る
補
助
金
交
付
」
事
件
と
認
定
し

て
、
宗
教
差
別
が
否
定
さ
れ
る
補
助
金
交
付
を
子
供
の
健
康
と
安

全
の
事
件
に
限
定
す
る
。
事
件
の
性
質
の
認
定
と
そ
の
射
程
に
お

い
て
多
数
意
見
と
差
異
が
あ
る
と
い
え
る

（
51
）

。
た
だ
、
信
教
の
自
由

条
項
か
ら
の
公
的
支
援
の
公
平
交
付
請
求
権
の
導
出
、
宗
教
団
体

へ
の
直
接
援
助
、
国
教
樹
立
禁
止
条
項
の
扱
い
方
、
先
例
と
の
関

係
や
厳
格
審
査
の
適
用
と
い
っ
た
面
で
は
多
数
意
見
に
賛
同
し
て

（
八
九
一
）



日
本
法
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第
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十
三
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（
二
〇
一
八
年
三
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二
三
四

公
的
補
助
金
交
付
に
お
け
る
聖
俗
の
平
等
を
求
め
る
訴
訟
が
今

後
増
加
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る

（
55
）

。
ま
た
、
公
的
支
援
に

お
け
る
厳
格
分
離
か
ら
聖
俗
平
等
重
視
へ
の
潮
流
が
加
速
す
る
と

考
え
ら
れ
る

（
56
）

。
上
述
の
よ
う
に
、
特
に
宗
教
系
私
立
学
校
に
対
す

る
公
的
支
援
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
、

厳
格
分
離
の
観
点
か
ら
連
邦
最
高
裁
で
判
断
さ
れ
て
き
た

（
57
）

。
だ

が
、
公
的
施
設
の
利
用
に
関
す
る
公
平
利
用
の
法
理
な
ど
を
活
用

し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
八
〇
年
代
後
半
か
ら
世
俗
と
宗
教
と
の
公

平
な
取
扱
い
を
容
認
し
て
き
た
。
実
際
に
一
九
九
〇
年
以
降
、
宗

教
に
対
す
る
公
的
支
援
の
大
半
は
合
憲
と
判
断
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
唯
一
の
例
外
がL

ocke

判
決
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
本
判
決
は

同
判
決
を
聖
職
者
養
成
に
対
す
る
奨
学
金
交
付
の
問
題
と
限
定
し

た
の
で
、
宗
教
団
体
へ
の
公
的
支
援
は
世
俗
団
体
に
も
支
給
さ
れ

て
い
る
限
り
促
進
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
こ
う
し
た
帰
結
を
も
た
ら
す
と
予
測
で
き
る
た
め
、
政

教
分
離
の
価
値
を
保
持
す
る
た
め
に
公
的
支
援
制
度
を
州
が
全
廃

す
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
58
）

。
全
廃
は
荒
唐
無
稽
と
し
て

も
、
政
府
は
分
離
の
価
値
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
と
を
比
較
衡
量
し
た

上
で
、
分
離
価
値
を
重
視
す
る
判
断
を
採
る
こ
と
は
十
分
あ
り
う

る
だ
ろ
う
。
住
民
に
対
し
て
何
ら
か
の
不
都
合
を
生
む
可
能
性
を

宗
教
団
体
に
対
す
る
公
金
支
出
禁
止
の
歴
史
を
披
歴
し
、
さ
ら
に

は
三
七
州
の
州
憲
法
で
そ
の
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
で
、
世
俗
と
宗
教
と
の
異
な
る
扱
い
を
正
当
化
し
よ
う

と
し
た
。
確
か
に
近
代
世
俗
国
家
観
の
下
で
は
、
あ
る
信
仰
や
宗

教
観
の
実
現
を
目
指
す
政
治
的
唱
道
は
公
共
領
域
に
お
い
て
承
認

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
公
共
の
安
全
を
目
的
と
す
る
場
合

に
は
、
宗
教
は
世
俗
と
公
平
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
問
題

は
、
聖
俗
を
別
々
に
扱
う
の
は
ど
こ
か
ら
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
、
反
対
意
見
も
す
べ
て
の
公
的
支
援
か
ら
宗
教
団
体
を
排

除
す
べ
き
と
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、
一
般
に
受
給
可
能
な
公
的
支

援
か
ら
の
宗
教
の
排
除
は
憲
法
違
反
と
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
の
補
助
金
は
申
請
者
全
員
に
交
付
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
適
格
性
や
必
要
性
を
競
わ
せ
政
府
が
選
別

す
る
競
争
的
要
素
を
重
視
し
て
、
補
助
金
交
付
に
お
け
る
政
府
の

裁
量
を
認
め
て
宗
教
団
体
を
排
除
す
る
判
断
を
容
認
し
た
の
で
あ

る
（
54
）

。
政
府
の
裁
量
を
広
く
認
め
る
こ
と
は
ま
た
、
本
件
とL

ocke

判
決
と
の
類
似
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
も
補
強
さ
れ
て
い
る
。

Ｆ
．
影
響

本
判
決
の
影
響
と
し
て
、
次
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
。

（
八
九
二
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
三
五

健
康
と
安
全
」
の
事
案
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

脚
注（
3
）を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
黙
示
の
多
数
意
見
を
形
成
す

る
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
う
な
る
と
、
本
判
決
は

宗
教
団
体
に
交
付
さ
れ
る
補
助
金
の
対
象
を
少
な
く
と
も
宗
教
転

用
が
で
き
な
い
も
の
に
限
定
す
る
と
の
見
方
も
あ
り
う
る
か
も
し

れ
な
い

（
64
）

。
そ
う
す
る
と
、
テ
ロ
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
災
害
復
興
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
汚
染
水
や
ア
ス
ベ
ス
ト
の
除
去
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
い
っ

た
安
全
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る

（
65
）

。

宗
教
系
私
立
学
校
に
も
適
用
す
る
学
校
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
制
は
、

連
邦
最
高
裁
がZ

elm
an

判
決
に
お
い
て
国
教
樹
立
禁
止
条
項
に

違
反
し
な
い
と
判
決
し
た
が
、
州
憲
法
規
定
に
よ
り
同
制
度
か
ら

宗
教
系
私
立
学
校
を
排
除
す
る
州
は
多
い

（
66
）

。
本
判
決
が
公
的
支
援

で
の
世
俗
と
宗
教
と
の
平
等
を
要
請
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
法

理
が
学
校
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
制
に
及
ぶ
と
す
る
見
解
は
少
な
く
な

い
（
67
）

。
他
方
で
、
本
判
決
の
示
す
「
受
給
者
の
性
格
／
使
途
」
と
い

う
区
別
か
ら
、
学
校
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
制
は
補
助
金
の
使
途
に
か
か

わ
る
の
で
従
来
通
り
排
除
は
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る

（
68
）

。
連

邦
最
高
裁
は
、
本
判
決
の
翌
日
に
学
校
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
制
か
ら
の

宗
教
系
学
校
排
除
を
容
認
し
た
州
最
高
裁
判
決
三
件
の
上
告
を
差

し
戻
し
た

（
69
）

。
学
校
ヴ
ァ
ウ
チ
ャ
ー
制
の
事
件
に
対
す
る
本
判
決
の

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
本
判
決
は
、
パ
ン
ド
ラ
の
箱
を
開
け
た
と
も
い
わ
れ
る
。

聖
俗
の
平
等
を
強
調
し
、
宗
教
排
除
に
対
す
る
「
や
む
に
や
ま
れ

ぬ
政
府
利
益
」
テ
ス
ト
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
そ
の
逆
、
す
な
わ

ち
宗
教
の
優
遇
に
も
同
テ
ス
ト
の
適
用
を
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
は
、
立
法
に
よ
る
宗
教
配
慮
へ
の
厳
格
審
査
適
用
の
可
能
性

を
拓
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

（
59
）

。
非
上
場
・
家
族
経
営
企

業
の
経
営
者
の
信
仰
の
自
由
を
全
面
的
に
認
め
たH

obby 
L
obby

判
決

（
60
）

も
契
機
と
な
っ
た
が
、
宗
教
に
対
す
る
優
遇
は
「
行

き
過
ぎ
て
い
る
」
と
い
う
批
判
は
大
き
い

（
61
）

。
本
判
決
の
影
響
は
、

そ
の
想
定
を
は
る
か
に
超
え
て
広
範
に
及
ぶ
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

Ｇ
．
本
判
決
の
射
程

最
後
に
、
本
判
決
の
射
程
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
上
述
の
脚

注（
3
）は
相
対
多
数
意
見
で
は
あ
る
が
、
そ
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ

は
、
本
判
決
を
学
校
の
運
動
場
の
被
覆
の
事
案
に
限
定
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
そ
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
脚
注（
3
）は
射
程
を
限
定
し
な
い
と

す
る
見
解

（
62
）

、
脚
注（
3
）に
限
定
効
果
は
な
い
と
す
る
見
解

（
63
）

が
あ

る
。
も
っ
と
も
、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
意
見
も
本
件
の
射
程
を
「
子
供
の

（
八
九
三
）
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二
三
六

（
6
） C
hurch of the L

ukum
i B

abalu A
ye, Inc. v. C

ity of 
H
ialeah, 508 U

.S
. 520 

（1993

）.

（
7
） M

cD
aniel v. P

aty, 435 U
.S

. 618 

（1978

）. 

聖
職
者
に
議

員
や
憲
法
制
定
会
議
代
議
員
へ
の
被
選
挙
権
を
認
め
な
い
州
憲
法

規
定
を
信
教
の
自
由
に
違
反
す
る
と
し
た
判
決
。
聖
職
者
と
い
う

地
位
（status

）
に
基
づ
く
差
別
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。

（
8
） L

ying v. N
orthw

est Indian C
em

etery P
rotective 

A
ss ’n, 485 U

.S
. 439 

（1987

）.

（
9
） W

idm
ar v. V

incent, 454 U
.S

. 263 

（1981

）.

（
10
） E

verson v. B
oard of E

duc., 330 U
.S

. 1 

（1947

）.

（
11
） W

alz v. T
ax C

om
m

’n, 397 U
.S

. 664 

（1970

）.

（
12
） 

S
ee E

verson, 330 U
.S

. 1; B
oard of E

duc. v. A
llen, 

392 U
.S

. 236 

（1968

）; C
om

m
ittee for P

ub. E
duc. v. R

egan, 
444 U

.S
. 646 

（1980

）; W
id

m
ar, 454 U

.S
. 263; W

itters v. 
W

ashington D
ept. of S

erv. for B
lind, 474 U

.S
. 481 

（1986

）; B
ow

en v. K
endrick, 487 U

.S
. 589 

（1988

）; 
H
ernandez v. C

.I.R
., 490 U

.S
. 680 

（1989

）; B
oard of E

duc. 
v. M

ergens, 496 U
.S

. 226 

（1990

）; L
am

b ’s C
hapel v. 

C
enter M

oriches S
ch. D

ist., 508 U
.S

. 384 

（1993

）; 
Z
obrest v. C

atalina F
oothills S

ch. D
ist., 509 U

.S
. 1 

（1993

）; C
apitol S

quare R
eview

 and A
dvisory B

d. v. 
P
inette, 515 U

.S
. 753 

（1995

）; R
osenberger v. R

ector and 
V
isitor of the U

niv. of V
a., 515 U

.S
. 819 

（1995

）; A
gostini 

v. F
elton, 521 U

.S
. 203 

（1997

）; M
itchell v. H

elm
s, 530 

適
用
は
、
近
く
連
邦
最
高
裁
が
示
す
こ
と
と
な
ろ
う
。

（
1
） 
ミ
ズ
ー
リ
州
憲
法
一
条
七
節
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
い
か

な
る
宗
教
団
体
も
し
く
は
聖
職
者
を
支
援
す
る
目
的
で
、
公
金
を

直
接
的
間
接
的
に
支
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
宗
教
団
体

ま
た
は
信
仰
の
優
遇
も
し
く
は
差
別
も
許
さ
れ
な
い
。」

（
2
） L

ocke v. D
avey, 540 U

.S
. 712 

（2004

）. 

聖
職
者
と
な
る

の
に
必
要
な
学
士
号
取
得
を
目
的
と
す
る
課
程
の
専
攻
を
理
由
に
、

適
格
の
大
学
生
に
奨
学
金
給
付
を
拒
否
し
た
州
の
決
定
は
信
教
の

自
由
に
反
し
な
い
と
し
た
判
決
で
あ
る
。
邦
語
の
参
考
文
献
と
し

て
、
金
原
恭
子
「
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
奨
学
金
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
特
定

の
種
類
の
神
学
の
専
攻
者
に
は
奨
学
金
を
給
付
し
な
い
と
し
て
い

る
こ
と
を
合
憲
と
す
る
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
八
三
号

（
二
〇
〇
五
年
）
二
二
〇
│
二
二
一
頁
、
安
部
圭
介
「
政
教
分
離
・

信
教
の
自
由
・
連
邦
制
」
大
西
直
樹
＝
千
葉
眞
（
編
）・
歴
史
の
な

か
の
政
教
分
離
（
彩
流
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
六
五
頁
、
高
畑
英

一
郎
「
州
憲
法
上
の
宗
教
教
育
援
助
禁
止
規
定
と
信
教
の
自
由
」

日
本
法
学
七
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
三
七
頁
が
あ
る
。

（
3
） T

rinity L
utheran C

hurch of C
olum

bia v. P
auley, 976 

F
.S

upp.2d 1137 

（W
.D

.M
o. 2013

）.

（
4
） T

rinity L
utheran C

hurch of C
olum

bia v. P
auley, 788 

F
.3d 779 

（8th C
ir. 2015

）.

（
5
） 136 S

. C
t. 891 

（2016

）.

（
八
九
四
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
三
七

roberts-blurs-church-and-state-in-trinity-lutheran-case-
by-daniel-tagliarina

（
15
） M

ichael W
. M

cC
onnell, T

rin
ity L

u
th

eran
: A

 W
elcom

e 
R

em
in

d
er th

at C
h

u
rch

-S
tate S

eparation
 is a P

rin
ciple 

of N
eu

trality, S
L
S
 B

logs 

（July 2, 2017

）, https://law
.

stanford.edu/2017/07/02/trinity-lutheran-a-w
elcom

e-
rem

inder-that-church-state-separation-is-a-principle-of-
neutrality/

（
16
） 

A
llen, 392 U

.S
. 236.

（
17
） 

R
egan, 444 U

.S
. 646; M

itch
ell, 530 U

.S
. 793.

（
18
） M

ueller v. A
llen, 463 U

.S
. 388 

（1983

）; W
itters, 474 

U
.S

. 481; Z
obrest, 509 U

.S
. 1; Z

elm
an, 536 U

.S
. 639.

（
19
） 

も
っ
と
も
宗
教
系
私
立
学
校
の
宗
教
団
体
か
ら
の
独
立
性
は

大
き
く
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。Interview

 w
ith P

rofessor 
F
rank S

. R
avitch 

（S
eptem

ber 8, 2017

）.

（
20
） 

S
ee E

rw
in C

hem
erinsky, W

aitin
g for G

orsu
ch, 20 

G
R
E
E
N B

A
G 2d 351, 358 

（2017

）; L
upu &

 T
uttle, su

pra 
note 13, at 3; T

hom
as B

erg, S
tron

g W
in

 in
 T

rin
ity 

L
u

th
eran

, bu
t w

ith
 Im

portan
t Issu

es L
eft O

pen, M
irror 

of Justice 

（June 26, 2017

）, http://m
irrorofjustice.blogs.

com
/m

irrorofjustice/2017/06/strong-although-bounded-
w
in-in-trinity-lutheran.htm

l
（
21
） 
高
畑
英
一
郎
「
信
教
の
自
由
」
大
林
啓
吾
・
溜
箭
将
之
編

『
ロ
バ
ー
ツ
コ
ー
ト
の
立
憲
主
義
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）

U
.S

. 793 

（2000

）; G
ood N

ew
s C

lub v. M
ilford C

ent. S
ch., 

533 U
.S

. 98 

（2001

）; Z
elm

an v. S
im

m
ons-H

arris, 536 U
.S

. 
639 

（2002

）. S
ee also R

ichard W
. G

arnett &
 Jackson C

. 
B
lais, R

eligiou
s F

reed
om

 a
n

d
 R

ecycled
 T

ires: T
h

e 
M

ean
in

g an
d

 Im
plication

s of T
rin

ity L
u

th
eran, 2017 

C
A
T
O S

U
P. C

T. R
E
V. 105, 107-108; D

ouglas L
aycock, 

C
h

u
rch

es, P
la

ygrou
n

d
s, G

overn
m

en
t D

olla
rs —

 a
n

d
 

S
ch

ools?, 131 H
A
R
V. L

. R
E
V. 133, 140-141 

（2107

）. 

そ
の
中

立
性
の
下
で
、
政
府
は
宗
教
に
免
除
を
認
め
な
い
こ
と
も
許
さ
れ

る
。S

ee E
m
ploym

ent D
iv. v. S

m
ith, 494 U

.S
. 872 

（1990

）.

（
13
） 

S
ee e.g., E

rw
in C

hem
erinsky, S

ym
p

osiu
m

: T
h

e 
cru

m
b

lin
g

 w
a

ll sep
a

ra
tin

g
 ch

u
rch

 a
n

d
 sta

te, 
S
C
O
T
U
S
blog 

（Jun. 27, 2017, 10:18 A
M

）, http://w
w
w
.

scotusblog.com
/2017/06/sym

posium
-crum

bling-w
all-

separating-church-state/; Ira C
. L

upu &
 R

obert W
. 

T
uttle, T

rin
ity L

u
th

eran
 C

h
u

rch
 v. C

om
er: P

arad
igm

 
L

ost?, A
M

E
R
IC

A
N C

O
N

S
T
IT

U
T
IO

N S
O

C
IE

T
Y 

F
O

R L
A

W
 &

 
P

O
L
IC

Y S
U
P
R
E
M

E C
O
U
R
T R

E
V
IE

W
 

（A
ugust 18, 2017

） at 5-6, 
https://papers.ssrn.com

/sol3/papers.cfm
?abstract_

id=3012274

（
14
） D
aniel T

agliarina, H
ow

 R
oberts B

lu
rs C

h
u

rch
 an

d
 

S
tate in

 T
rin

ity L
u

th
eran

 C
ase, U

tica C
ollege C

enter of 
P
ublic A

ffairs and E
lection R

esearch 

（July 15, 2017

）, 
https://w

w
w
.ucpublicaffairs.com

/hom
e/2017/7/15/

（
八
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）

二
三
八

（
28
） G
arnett &

 B
lais, su

pra note 12, at 121; B
erg, su

pra 
note 20; L

aycock, su
pra note 12, at 133. L

ocke

判
決
を
広

く
理
解
す
る
見
解
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
高
畑
・
前
掲
註

（
3
）四
三
七
頁
参
照
。

（
29
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
世
俗
団
体
に
は
認
め
ら
れ
な
い
特
別
の

支
援
を
宗
教
団
体
に
与
え
る
よ
う
納
税
者
に
強
制
す
る
の
が
か
つ

て
の
宗
教
公
定
の
主
要
要
素
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
が
あ
る
。S

ee 
M

cC
onnell, su

pra note 15. 

宗
教
公
定
は
、
特
定
の
教
会
の
維

持
費
と
聖
職
者
の
人
件
費
の
た
め
に
（
信
仰
を
問
わ
ず
）
市
民
に

課
税
す
る
こ
と
を
そ
の
要
素
と
し
て
い
た
。

（
30
） C

hem
erinsky, su

pra note 20, at 360; L
upu &

 T
uttle, 

su
pra note 13, at 9.

（
31
） 

S
m

ith, 494 U
.S

. 872.

（
32
） 

L
u

ku
m

i, 508 U
.S

. 520.

（
33
） 

信
教
の
自
由
回
復
法
（R

F
R
A

）、
宗
教
的
土
地
使
用
及
び
被

収
容
者
法
（R

L
U
IP

A

）
を
参
照
。
多
く
の
州
も
同
様
の
規
定
を

置
く
法
律
を
制
定
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
高
畑
・
前
掲
註（
21
）

一
七
五
頁
註
一
三
七
参
照
。

（
34
） 

安
部
・
前
掲
註（
3
）二
六
六
│
二
六
七
頁
参
照
。

（
35
） 

高
畑
英
一
郎
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
」
大
林
啓
吾
＝
見
平
典

編
『
憲
法
用
語
の
源
泉
を
よ
む
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
六
年
）
八
九

頁
。

（
36
） 

S
ee G

. A
L

A
N T

A
R

R, U
N

D
E

R
S

T
A

N
D

IN
G S

T
A

T
E 

C
O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
S 161-168 

（1998

）; R
O
B
E
R
T F

. W
IL

L
IA

M
S, T

H
E 

一
五
七
頁
参
照
。

（
22
） 

多
数
意
見
が
ゴ
ム
材
被
覆
の
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
を
膝
を
す

り
む
く
子
供
の
数
が
減
る
程
度
と
示
唆
し
た
の
は
、
そ
こ
に
宗
教

性
を
見
出
さ
な
か
っ
た
証
左
と
い
え
よ
う
。

（
23
） 

公
平
利
用
の
法
理
と
は
、
公
立
の
学
校
・
大
学
は
そ
の
教
室

の
利
用
に
お
い
て
宗
教
目
的
の
使
用
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
と

す
る
判
例
法
理
で
あ
る
。S

ee W
id

m
ar, 454 U

.S
. 263; 

M
ergen

s, 496 U
.S

. 226; R
osen

berger, 515 U
.S

. 819; G
ood

 

N
ew

s C
lu

b, 533 U
.S

. 98.

（
24
） 

S
ee also G

arnett &
 B

lais, su
pra note 12, at 113.

（
25
） C

om
m
ittee for P

ub. E
duc. v. N

yquist, 413 U
.S

. 756 

（1973

）; S
loan v. L

em
on, 413 U

.S
. 825 

（1973

）; W
olm

an v. 
W

alter, 433 U
.S

. 229 

（1977

）.

（
26
） L

eslie G
riffi  n, S

ym
posiu

m
: B

ad
 n

ew
s from

 T
rin

ity 
L

u
th

eran
 – O

n
ly tw

o ju
stices su

pport th
e E

stablish
m

en
t 

C
lau

se, S
C
O
T
U
S
blog 

（Jun. 26, 2017, 5:44 P
M

）, http://
w
w
w
.scotusblog.com

/2017/06/sym
posium

-bad-new
s-

trinity-lutheran-tw
o-justices-support-establishm

ent-
clause/

（
27
） 

ゴ
ー
サ
ッ
チ
意
見
は
こ
の
区
別
に
対
し
て
も
疑
問
を
提
起
し

て
い
る
の
で
、
こ
の
区
別
は
事
実
上
の
相
対
多
数
意
見
と
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
結
論
同
意
意
見
は
こ
の
区

別
に
賛
同
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
な
ら
、
法
廷
意

見
と
な
ろ
う
。

（
八
九
六
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
三
九

（
41
） E
ugene V

olokh, W
h

en
 m

a
y th

e g
ov

ern
m

en
t 

d
iscrim

in
ate again

st religiou
s in

stitu
tion

s?, T
he V

olokh 
C
onspiracy 

（June 26, 2017

）, https://w
w
w
.w

ashingtonpost.
com

/new
s/volokh-conspiracy/w

p/2017/06/26/w
hen-m

ay-
the-governm

ent-discrim
inate-against-religious-

institutions/?utm
_term

=.bb5f3203ecd3

（
42
） E

rin H
aw

ley, S
ym

posiu
m

: P
u

ttin
g som

e lim
its on

 
th

e “play in
 th

e join
ts”, S

C
O
T
U
S
blog 

（Jun. 26, 2017, 5:28 
P
M

）, http://w
w
w
.scotusblog.com

/2017/06/sym
posium

-
putting-lim

its-play-joints/

（
43
） 

高
畑
英
一
郎
「
ブ
レ
イ
ン
連
邦
憲
法
修
正
案
に
つ
い
て
」
日

本
法
学
七
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
四
九
頁
、
同
・
前
掲
註

（
39
）七
三
頁
参
照
。
公
立
学
校
で
の
聖
書
朗
読
の
義
務
化
も
そ
の

一
環
で
あ
る
。S

ee also L
aycock, su

pra note 12, at 145-146.

（
44
） 

S
ee e.g., P

H
IL

IP H
A
M

B
U
R
G
E
R, S

E
P
A
R
A
T
IO

N O
F C

H
U
R
C
H 

A
N

D S
T
A

T
E 287-324 

（2002

）; S
T
E
V

E
N K

. G
R
E
E
N, T

H
E 

S
E
C
O
N
D E

S
T
A
B
L
IS

H
M

E
N
T 289-325 

（2010

）; R
ichard W

. 
G
arnett, T

h
e T

h
eology of th

e B
la

in
e A

m
en

d
m

en
ts, 2 

F
IR

S
T A

M
D. L

. R
E
V. 45 

（2003

）. B
u

t see J
O
H
N W

IT
T
E, J

R. &
 

J
O

E
L A

. N
IC

H
O

L
S, R

E
L

IG
IO

N 
A

N
D 

T
H

E A
M

E
R

IC
A

N 
C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
A
L E

X
P
E
R
IM

E
N
T 104 

（4th ed. 2016

）.
（
45
） U

nited S
tates v. W

indsor, 133 S
. C

t. 2675, 2693 
（2013

）; L
u

ku
m

i, 508 U
.S

. at 547. S
ee also G

arnett &
 

B
lais, su

pra note 12, at 109; L
aycock, su

pra note 12, at 

L
A
W
 O

F A
M

E
R
IC

A
N S

T
A
T
E C

O
N
S
T
IT

U
T
IO

N
S 113-114 

（2009

）. 

ま
た
安
部
・
前
掲
註（
3
）二
六
六
頁
も
参
照
。
こ
れ
を”neo-

federalism
”

と
呼
称
す
る
研
究
者
も
い
る
。S

ee M
ark E

dw
ard 

D
eF

orrest, A
n

 O
verview

 an
d

 E
valu

ation
 of S

tate B
lain

e 
A

m
en

d
m

en
ts: O

rigin
s, S

cop
e, a

n
d

 F
irst A

m
en

d
m

en
t 

C
on

cern
s, 26 H

A
R
V. J.L

. &
 P

U
B. P

O
L ’Y 551, 605 

（2003

）.

（
37
） 

実
際
に
、
州
最
高
裁
が
州
の
宗
教
条
項
は
連
邦
の
そ
れ
よ
り

も
保
障
の
程
度
は
低
い
と
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
。S
ee e.g., 

R
esnick v. E

. B
runsw

ick B
d. of E

duc., 389 A
.2d 944 

（N
.J. 

1978

）; S
tate v. Jackson, 503 S

.E
.2d 101 

（N
.C

. 1998

）. S
ee 

also R
obert F

. W
illiam

s, S
tate C

on
stitu

tion
al R

eligion
 

C
lau

ses: L
esson

s from
 th

e N
ew

 Ju
d

icial F
ed

eralism
, 7 

U
. S

T. T
H
O
M

A
S J.L

. &
 P

U
B. P

O
L ’Y. 192, 200-201 

（2013

）.

（
38
） 

S
ee T

A
R
R, su

pra note 36, at 79-80.

（
39
） 

高
畑
英
一
郎
「
ア
メ
リ
カ
州
憲
法
に
お
け
る
宗
教
教
育
援
助

禁
止
条
項
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
八
二
巻
三
号
（
二
〇
一
六
年
）

八
八
│
八
九
頁
。

（
40
） 

国
教
樹
立
禁
止
条
項
に
違
反
せ
ず
、
ま
た
信
教
の
自
由
条
項

の
保
障
が
要
請
さ
れ
る
ほ
ど
で
は
な
い
領
域
を
指
す
。
連
邦
最
高

裁
は
、
こ
れ
を
両
条
項
の
「
ア
ソ
ビ
の
余
地
（play in the 

joint

）」
と
い
い
、
そ
こ
で
連
邦
お
よ
び
州
の
議
会
は
宗
教
を
配
慮

す
る
法
律
を
制
定
で
き
、
あ
る
い
は
独
自
の
厳
格
な
分
離
政
策
を

採
る
こ
と
が
で
き
る
。S

ee W
alz, 397 U

.S
. at 669; L

ocke, 
540 U

.S
. at 719. S

ee also W
itters, 474 U

.S
. at 489.

（
八
九
七
）
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二
四
〇

v. S
tapleton

判
決
（137 S

. C
t. 1652 

（2017

））
が
あ
る
が
、

ゴ
ー
サ
ッ
チ
判
事
は
そ
れ
に
関
与
し
て
い
な
い
。S

ee id. at 1663.

（
50
） L

upu &
 T

uttle, su
pra note 13, at 10.

（
51
） M

ark G
oldfeder, A

n
a

lysis: T
rin

ity L
u

th
era

n
 v. 

C
om

er, E
m
ory L

aw
 N

ew
s C

enter 

（July 19, 2017

）, http://
law

.em
ory.edu/new

s-center/releases/2017/07/G
oldfeder-

T
rinity-L

utheran-C
hurch-of-C

olum
bia-v.-C

om
er.htm

l#.
W

cM
X
c_N

JY
qx

（
52
） 

Id
.; D

aniel T
agliarina, V

ariou
s In

terpretation
s of 

F
irst A

m
en

d
m

en
t in

 T
rin

ity L
u

th
era

n
 C

a
se, U

tica 
C
ollege C

enter of P
ublic A

ff airs and E
lection R

esearch 

（July 22, 2017

）, https://w
w
w
.ucpublicaffairs.com

/
hom

e/2017/7/21/various-interpretations-of-first-
am

endm
ent-in-trinity-lutheran-case-by-daniel-tagliarina-

2kw
ax

（
53
） 

S
ee L

aycock, su
pra note 12, at 133.

（
54
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
イ
ヤ
ー
意
見
は
補
助
金
交
付
に
お

け
る
競
争
性
に
意
義
を
認
め
な
い
。

（
55
） C

hem
erinsky, su

p
ra note 20, at 359; M

cC
onnell, 

su
pra note 15.

（
56
） G

arnett &
 B

lais, su
pra note 12, at 121; M

cC
onnell, 

su
p

ra note 15; B
erg, su

p
ra note 20; L

upu &
 T

uttle, 
su

pra note 13, at 2.

（
57
） 
高
畑
・
前
掲
註（
39
）九
二
頁
参
照
。
そ
の
背
景
に
は
反
カ
ト

168.
（
46
） 

S
ee H

aw
ley, su

pra note 42; M
arc D

eG
irolam

i, W
h

ere 
are th

e “B
lain

e A
m

en
d

m
en

ts”? W
h

ere is th
e “A

n
im

u
s” 

In
qu

iry?, M
irror of Justice 

（June 26, 2017

）, http://
m
irrorofjustice.blogs.com

/m
irrorofjustice/2017/06/

w
here-are-the-blaine-am

endm
ents-w

here-is-the-anim
us-

inquiry.htm
l#; C

om
m
ent of R

ichard G
arnett, in S

arah 
P
ulliam

 B
ailey, T

h
e S

u
prem

e C
ou

rt sid
ed

 w
ith

 T
rin

ity 
L

u
th

era
n

 C
h

u
rch

. H
ere’s w

h
y th

a
t m

a
tters., T

he 
W

ashington P
ost 

（June 26, 2017

）, https://w
w
w
.

w
ashingtonpost.com

/new
s/acts-of-faith/w

p/2017/06/26/
the-suprem

e-court-sided-w
ith-trinity-lutheran-church-

heres-w
hy-that-m

atters/?utm
_term

=.c0d4f90dfc5f

（
47
） 

S
ee L

ocke, 540 U
.S

. at 724 n.7. S
ee also T

hom
as 

B
erg, M

ore on
 T

rin
ity L

u
th

eran
: R

espon
ses to R

ick an
d

 
M

a
rc, M

irror of Justice 

（June 26, 2017
）, http://

m
irrorofjustice.blogs.com

/m
irrorofjustice/2017/06/m

ore-
on-trinity-lutheran-responses-to-rick-and-m

arc.htm
l　

高

畑
・
前
掲
註（
3
）四
三
六
頁
も
参
照
。

（
48
） C

om
m
ent of D

ouglas L
aycock, in S

arah P
ulliam

 
B
ailey, su

pra note 46.

（
49
） 

二
〇
一
六
│
二
〇
一
七
年
の
連
邦
最
高
裁
開
廷
期
に
は
、
本

判
決
の
他
に
、
宗
教
系
の
病
院
な
ど
非
営
利
団
体
が
提
供
す
る
退

職
者
年
金
プ
ラ
ン
に
関
す
るA

dvocate H
ealth C

are N
etw

ork 

（
八
九
八
）



教
会
に
対
す
る
公
的
補
助
金
の
申
請
却
下
と
信
教
の
自
由
条
項
（
高
畑
）

二
四
一

（
64
） 

そ
う
し
た
可
能
性
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、S

ee R
avitch, 

su
pra note 63; V

olokh, su
pra note 41.

（
65
） C

om
m
ent of K

im
 C

olby, in S
arah P

ulliam
 B

ailey, 
su

pra note 46.

（
66
） 

高
畑
・
前
掲
註（
39
）八
九
│
九
〇
頁
参
照
。

（
67
） R

avitch, su
pra note 63; G

oldfeder, su
pra note 51; 

W
illiam

 S
. K

oski, T
rin

ity L
u

th
eran

 C
h

u
rch

 v. C
om

er 
D

ecision
: W

h
at D

oes It M
ean

 for S
ch

ool V
ou

ch
ers?, S

L
S
 

B
logs 

（Ju
ly 4, 2017

）, h
ttp

s://law
.stanford

.
edu/2017/07/04/trinity-lutheran-church-v-com

er-
decision-w

hat-does-it-m
ean-for-school-vouchers/

（
68
） L

upu &
 T

uttle, su
pra note 13, at 13-14; B

erg, su
pra 

note 20; H
ills, su

pra note 59. 

他
方
、
本
判
決
は
こ
の
点
に
つ

い
て
何
の
手
が
か
り
も
与
え
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、see 

L
aycock, su

pra note 12, at 134.

（
69
） 

S
ee D

oyle v. T
axpayers for P

ublic E
duc., 137 S

.C
t. 

2324 

（2017

）; C
olorado S

tate B
d. of E

duc. v. T
axpayers 

for P
ublic E

duc., 137 S
.C

t. 2325 

（2017

）; D
ouglas C

ounty 
S
chool D

ist. v. T
axpayers for P

ublic E
duc., 137 S

.C
t. 

2327 

（2017

）.

（
本
稿
は
、
平
成
二
九
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
基
盤
研

究
（
Ｂ
）「
国
法
と
宗
教
法
人
の
自
治
規
範
と
の
対
立
・
調
整
に

リ
ッ
ク
的
主
張
が
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。S

ee B
erg, su

pra 
note 20.

（
58
） L

upu &
 T

uttle, su
pra note 13, at 18.

（
59
） 

Id. at 19 n.83; R
oderick M

. H
ills Jr., R

eligiou
s 

S
ta

tu
s versu

s R
elig

iou
s C

on
d

u
ct: F

ree E
xercise 

F
ed

era
lism

 su
rvives by a

 h
a

ir in
 T

rin
ity L

u
th

era
n

 

C
h

u
rch

, P
raw

fsB
law

g 

（June 26, 2017

）, http://
praw

fsblaw
g.blogs.com

/praw
fsblaw

g/2017/06/religious-
status-versus-religious-conduct-free-exercise-federalism

-
survives-by-a-hair-in-m

issouri-lut.htm
l

（
60
） 134 S

. C
t. 2751 

（2014
）.

（
61
） 

こ
の
点
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
高
畑
・
前
掲
註（
21
）

一
八
八
頁
、
山
口
智
・
信
仰
と
法
規
制
（
神
戸
市
外
国
語
大
学
外

国
学
研
究
所
、
二
〇
一
五
年
）
一
八
九
頁
参
照
。S

ee also F
R
A
N
K. 

S
. R

A
V
IT

C
H, F

R
E
E
D
O
M ’S E

D
G
E 102-126 

（2016
）.

（
62
） C

hem
erinsky, su

pra note 20, at 360; V
olokh, su

pra 
note 41; T

agliarina, su
pra note 14.

（
63
） G

riffi  n, su
pra note 26; H

aw
ley, su

pra note 42; F
rank 

R
avitch, S

ym
posiu

m
: T

rin
ity L

u
th

eran
 an

d
 Z

elm
an

 – 
S

aved
 by footn

ote 3 or a d
ream

 com
e tru

e for vou
ch

er 

ad
vocates?, S

C
O
T
U
S
blog 

（Jun. 26, 2017

）, http://w
w
w
.

scotusblog.com
/2017/06/sym

posium
-trinity-lutheran-

church-v-com
er-zelm

an-v-sim
m
ons-harris-saved-footnote-

3-dream
-com

e-true-voucher-advocates/

（
八
九
九
）
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関
す
る
研
究
：
非
営
利
法
人
の
位
置
づ
け
再
考
」（
課
題
番
号

17H
02474

）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。）

（
九
〇
〇
）
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